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研究成果の概要（和文）：研究は、①2011年以降2000件近い世界の学問の自由侵害の事例と特徴を明らかにし、
②学問の自由の課題が、外部社会と大学・教員研究者との関係と、大学と教員研究者、学生と教員の学問の自由
の対立・葛藤として現れていること、③学問の自由の制度化がいち早く進んだ独・仏、その概念を導入して制度
化した米国・日本、制度化が不十分な中国の比較を行い、④安全保障や企業的経営と学問の自由という新しい論
点を明らかにし、⑤ヨーロッパを中心に、国際的な学問の自由保障の規範形成が進んでいること、単一の要因に
よって自由が保障されるものではなく、これらを支える大学教員の価値意識を含めた全体構造が重要であること
を指摘した。

研究成果の概要（英文）：The results of the study are as follows: (1) The cases and characteristics 
of nearly 2,000 violations of academic freedom around the world since 2011 are clarified; (2) The 
infringement of academic freedom appears conflicts not only between the relationship  external 
society and universities, but also conflict  between institution constituents；(3) A comparison 
between Germany and France, which were the first to institutionalize academic freedom, the United 
States and Japan, which introduced and institutionalized the concept, and China, where 
institutionalization is insufficient; and (4) Clarification of the new issues of security, corporate
 management and academic freedom; (5) Progress in forming international norms to guarantee academic 
freedom, especially in Europe.No single factor can guarantee freedom.It is pointed out that academic
 freedom are guaranteed by no single factor, the overall structure, including the sense of value of 
academic comunity,is more important.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
学問の自由は，自由で創造的な思考の必要不可欠な要件であり，民主主義社会を支える基本原理でもある。この
自由が世界的に危機に直面しており、日本においても例外ない。本研究は、自由の危機の様々な現象形態を明ら
かにし、保障するための様々な制度と要因を国際比較を通じて示した。特に、研究は、憲法学・経済学・教育
学・教育哲学・日本史の学際・融合的な共同で実施され、規範的分析と実態分析全体にまたがって展開した。社
会科学における共同研究の可能性も示唆する成果が得られた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

学問の自由（academic freedom）は，大学の使命を達成する上で本質的な要件であ
る。それは，大学教員の研究の自由，教授の自由及び大学内外での言論の自由を含み，
19 世紀から 20 世紀半ばにかけて，発達した高等教育システムを持つ国に普及し，20
世紀末には，ユネスコ「高等教育世界宣言  21 世紀の高等教育  展望と行動」（1998 年）
にも組み込まれ，グローバル規範になった。  

しかし，21 世紀には，アカウンタビリティの要請による社会との関係変化と，大
学の内部における対立と葛藤が顕在化し，学問の自由は世界的に危機にある｡学問の
自由に関する比較研究が重要な所以である。  

 

２．研究の目的  

本研究は，学問の自由をコモン・ローによる保障体系を持つアメリカ・オーストラ
リア，基本法を頂点とする制定法による保障体系を持つドイツ・日本，世俗分離が不
十分なイスラム圏の 3 つを対象とする比較学際研究によって，学問の自由の動態と
再定義の方向を明らかにするものである。  
 

３．研究の方法  

第１に，学問の自由をめぐる動態を，国際比較によって調査し，大学と社会との関
係，大学内部の問題双方を対象にして実施し，構造化を図る。テロによる学問の自由
の侵害があるイスラム圏の学問の自由の状況は，日本でほとんど研究がなく，学問研
究の世俗化という視点でも重要な知見が期待できる。研究組織は，それぞれの国の高
等教育もしくは学問の自由について優れた研究蓄積を積み上げてきた研究者で構成
しており（アメリカの学問の自由：松田，日米の産学連携：宮田，ドイツ：藤井，オ
ーストラリア：杉本，日本：船勢，羽田），教育学，憲法学，経済学，歴史学の学際
共同研究として推進する（他に，ドイツ憲法における学問の自由に優れた業績を持つ
栗島智明・慶應義塾大学博士課程院生が研究協力者として参加する）。 

第 2 に，これらの国々で設定されている「学問の自由の保障体系」の構造は，概ね，
コモン・ロー法体系（アメリカ・オーストラリア）と制定法体系（ドイツ・日本）と
があり，教員の大学運営参加（シェアド・ガバナンスないし大学の自治）や，労働協
約による身分保障，大学内立法，裁判所の判例が担保するなど，多様な法規範・法源
が保障するメカニズムを形成している。これらが全体としてなしている構造を，それ
ぞれの国の文化的特質も含め，明らかにする。 

第 3 に，学問の自由の保障体系」が，現代の学問の自由問題を扱う上での有効性と，
変化の内実を明らかにする。具体的には，学問の自由に関する概念，法的位置（権利・
義務関係，個人・機関の関係，学生・職員・教員・市民など主体の問題，憲法的保障），
制度（教員の身分，機関の自治，紛争調整）などである。研究組織は，多様なアプロ
ーチによって学問の自由をとらえてきた研究者集団であり，統合的な検討と成果が期
待できる。 
 

４．研究成果  

研究成果としては､図書 7（単著 5，共編著 2）、論文 13（うち査読 11）の他､広く
学界・社会にその成果を還元するため、2022 年 3 月に招待講演者を含めたシンポジ
ウムを開催し、その成果は、ブックレット『危機の中の学問の自由』（2023 年 8 月）
として刊行した。総括的な研究成果は、『学問の自由の国際比較 歴史・制度・課題』
（2022 年 3 月）として刊行した。 

その内容は、①2011 年以降 2000 件近い世界の学問の自由侵害の事例と特徴を明ら
かにし、②現代社会における学問の自由の課題が、外部社会と大学・教員研究者との
関係で発生しているだけでなく、大学と教員研究者、学生と教員の学問の自由の対立・
葛藤として現れていること、③学問の自由の制度化がいち早く進んだドイツ・フラン
ス、その概念を導入して制度化したアメリカ・日本、制度化が不十分な中国の比較を
行い、④安全保障や企業的経営と学問の自由という新しい論点を明らかにし、⑤ヨー
ロッパを中心に、国際的な学問の自由保障の規範形成が進んでいること、⑥自由保障
の制度として、憲法を頂点とする制定法体系（大陸ヨーロッパと日本・中国）、判例
や慣習法によるコモン・ロー体系（アメリカ・イギリスなどアングロサクソン諸国）
とを区分できるが、単一の要因によって自由が保障されるものではなく、これらを支
える大学教員の価値意識を含めた全体構造が重要であることを指摘した。 



これらの成果は、全国紙で書評に取り上げられるなど高い評価を得ている。また、
同書は研究活動で収集した学問の自由に関する英文図書 146 冊の書誌目録を掲載し、
学界での学問の自由研究の発展に寄与する文献となっている。さらにシンポジウムで
は、産学連携と学問の自由の緊張関係など、大学が社会の諸セクターとつながること
で緊張が生まれ、社会から断絶した自由ではなく、社会的責任として義務と権利の両
面からとらえるべきことも明らかにした。 
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